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令和４年第１回片品村議会定例会会議録第１号 
 
議事日程 第１号 

    令和４年３月３日（木曜日）午前１０時００分開議 

 
日程第 １ 会議録署名議員の指名 
日程第 ２ 会期の決定 
日程第 ３ 諸般の報告 
日程第 ４ 議案第 １号 片品村職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 
             について 
日程第 ５ 議案第 ２号 議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を 
             改正する条例について 
日程第 ６ 議案第 ３号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条 
             例の一部を改正する条例について 
日程第 ７ 議案第 ４号 片品村パートタイム会計年度任用職員の報酬、期末手当及び 
             費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について 
日程第 ８ 議案第 ５号 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一 
             部を改正する条例について 
日程第 ９ 議案第 ６号 片品村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につい 
             て 
日程第１０ 議案第 ７号 片品村保育所条例の一部を改正する条例について 
日程第１１ 議案第 ８号 片品村小口資金融資促進条例の一部を改正する条例について 
日程第１２ 議案第 ９号 片品村農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数に関する 
             条例の一部を改正する条例について 
日程第１３ 議案第１０号 群馬県市町村総合事務組合の規約変更に関する協議について 
日程第１４ 議案第１１号 群馬県市町村公平委員会を共同設置する地方公共団体の数の 
             増加及び規約の変更について 
日程第１５ 議案第１２号 片品村国土強靱化地域計画の策定について 
日程第１６ 議案第１３号 村道路線の認定及び廃止について 
日程第１７ 議案第１４号 財産の無償貸与について 
日程第１８ 承認第 １号 専決処分の承認を求めることについて 
日程第１９ 承認第 ２号 専決処分の承認を求めることについて 
日程第２０ 同意第 １号 片品村教育委員会委員の任命について 
日程第２１ 議案第１５号 令和３年度片品村一般会計補正予算（第９号）について 
日程第２２ 議案第１６号 令和３年度片品村国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 
             について 
日程第２３ 議案第１７号 令和３年度片品村簡易水道事業特別会計補正予算（第２号） 
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             について 
日程第２４ 議案第１８号 令和３年度片品村介護保険特別会計補正予算（第２号）につ 
             いて 
日程第２５ 議案第１９号 令和３年度片品村下水道事業等特別会計補正予算（第２号） 
             について 
日程第２６ 議案第２０号 令和３年度片品村後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 
             について 
日程第２７ 議案第２１号 令和４年度片品村一般会計予算について 
日程第２８ 議案第２２号 令和４年度片品村国民健康保険特別会計予算について 
日程第２９ 議案第２３号 令和４年度片品村簡易水道事業特別会計予算について 
日程第３０ 議案第２４号 令和４年度片品村介護保険特別会計予算について 
日程第３１ 議案第２５号 令和４年度片品村下水道事業等特別会計予算について 
日程第３２ 議案第２６号 令和４年度片品村後期高齢者医療特別会計予算について 

─────────────────────────────────── 
本日の会議に付した事件 

 
日程第 １ 会議録署名議員の指名 
日程第 ２ 会期の決定 
日程第 ３ 諸般の報告 
日程第 ４ 議案第 １号 片品村職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 
             について 
日程第 ５ 議案第 ２号 議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を 
             改正する条例について 
日程第 ６ 議案第 ３号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条 
             例の一部を改正する条例について 
日程第 ７ 議案第 ４号 片品村パートタイム会計年度任用職員の報酬、期末手当及び 
             費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について 
日程第 ８ 議案第 ５号 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一 
             部を改正する条例について 
日程第 ９ 議案第 ６号 片品村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につい 
             て 
日程第１０ 議案第 ７号 片品村保育所条例の一部を改正する条例について 
日程第１１ 議案第 ８号 片品村小口資金融資促進条例の一部を改正する条例について 
日程第１２ 議案第 ９号 片品村農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数に関する 
             条例の一部を改正する条例について 
日程第１３ 議案第１０号 群馬県市町村総合事務組合の規約変更に関する協議について 
日程第１４ 議案第１１号 群馬県市町村公平委員会を共同設置する地方公共団体の数の 
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             増加及び規約の変更について 
日程第１５ 議案第１２号 片品村国土強靱化地域計画の策定について 
日程第１６ 議案第１３号 村道路線の認定及び廃止について 
日程第１７ 議案第１４号 財産の無償貸与について 
日程第１８ 承認第 １号 専決処分の承認を求めることについて 
日程第１９ 承認第 ２号 専決処分の承認を求めることについて 
日程第２０ 同意第 １号 片品村教育委員会委員の任命について 
日程第２１ 議案第１５号 令和３年度片品村一般会計補正予算（第９号）について 
日程第２２ 議案第１６号 令和３年度片品村国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 
             について 
日程第２３ 議案第１７号 令和３年度片品村簡易水道事業特別会計補正予算（第２号） 
             について 
日程第２４ 議案第１８号 令和３年度片品村介護保険特別会計補正予算（第２号）につ 
             いて 
日程第２５ 議案第１９号 令和３年度片品村下水道事業等特別会計補正予算（第２号） 
             について 
日程第２６ 議案第２０号 令和３年度片品村後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 
             について 
             （日程第２１から日程第２６まで一括上程） 
日程第２７ 議案第２１号 令和４年度片品村一般会計予算について 
日程第２８ 議案第２２号 令和４年度片品村国民健康保険特別会計予算について 
日程第２９ 議案第２３号 令和４年度片品村簡易水道事業特別会計予算について 
日程第３０ 議案第２４号 令和４年度片品村介護保険特別会計予算について 
日程第３１ 議案第２５号 令和４年度片品村下水道事業等特別会計予算について 
日程第３２ 議案第２６号 令和４年度片品村後期高齢者医療特別会計予算について 
             （日程第２７から日程第３２まで一括上程） 
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  会議録１号用紙 
 

片 品 村 議 会 会 議 録              第 １ 日 

令 和 ４ 年 ３ 月 ３ 日 

出 席 議 員 １ ２ 名   欠 席 議 員  名    欠 員  名 

第 １ 番    萩 原 和 典      （ 出 席 ） 

第 ２ 番    狩 野 孝 夫      （ 出 席 ） 

第 ３ 番    鹿 野 一 郎      （ 出 席 ） 

第 ４ 番    千 明 道 太      （ 出 席 ） 

第 ５ 番    北 澤 佳 子      （ 出 席 ） 

第 ６ 番    星 野 吉 弥      （ 出 席 ） 

第 ７ 番    千 明  勉      （ 出 席 ） 

第 ８ 番    後 藤 眞 平      （ 出 席 ） 

第 ９ 番    萩 原 正 信      （ 出 席 ） 

第 １ ０ 番    髙 山 悦 夫      （ 出 席 ） 

第 １ １ 番    星 野 栄 二      （ 出 席 ） 

第 １ ２ 番    飯 塚 美 明      （ 出 席 ） 
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説 明 の た め に 出 席 し た 者 の 職 氏 名 
 

 
村 長     梅 澤 志 洋 

 
副 村 長     金 子 賢 司 

 
教 育 長     萩 原 明 富 

 
総 務 課 長     倉 田 秀 和 

 
住 民 課 長     星 野 孝 行 

 
保 健 福 祉 課 長     川 田 貴 広 

 
農 林 建 設 課 長     中 村  学 

 
むらづくり観光課長     狩 野 久 良 

 
教育委員会事務局長     梅 澤 康 明 

 
給食センター所長     三 浦 さ く 子 

 
会 計 管 理 者     原 澤 博 美 

 
 
 

事 務 局 職 員 出 席 者 
 

 
事 務 局 長     戸 丸 権 次 

 
係 長     小 林 由 里 
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議長（千明道太君） ただいまから、令和４年第１回片品村議会定例会を開会します。 

 本日の会議を開きます。 

 

午前１０時１０分  開会 

─────────────────────────────────── 
日程第１ 会議録署名議員の指名 

 

議長（千明道太君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定によって、２番 狩野孝夫君及び３

番 鹿野一郎君を指名します。 

─────────────────────────────────── 
日程第２ 会期の決定 

 

議長（千明道太君） 日程第２、会期の決定の件を議題にします。 

 お諮りします。 

 本定例会の会期は、本日から３月１１日までの９日間にしたいと思います。 

 ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（千明道太君） 異議なしと認めます。 

 したがって、会期は、本日から３月１１日までの９日間に決定しました。 

─────────────────────────────────── 
日程第３ 諸般の報告 

 

議長（千明道太君） 日程第３、諸般の報告を行います。 

 去る３月１日に片品村教育委員会から教育委員会の点検・評価報告書が提出されました

ので、お手元に配付の報告書のとおり報告します。 

 これで諸般の報告を終わります。 

─────────────────────────────────── 
日程第４ 議案第１号 片品村職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例につ

           いて 

 

議長（千明道太君） 日程第４、議案第１号 片品村職員の育児休業等に関する条例の一

部を改正する条例についてを議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 村長 梅澤志洋君。 
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村長（梅澤志洋君） 議長。 

 

議長（千明道太君） 村長。 

（村長 梅澤志洋君登壇） 

 

村長（梅澤志洋君） 村長。 

 議案第１号 片品村職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について、提

案の説明を申し上げます。 

 今回の改正は、国家公務員の非常勤職員に係る育児休業、介護休暇等の取得要件の緩和

等が、本年４月１日から施行予定であり、地方公共団体の職員の勤務時間、休暇、その他

の勤務条件についても、国家公務員との権衡を踏まえることが求められていることから、

国家公務員の措置に準じて、非常勤職員の育児休業、介護休暇等の取得要件の緩和等を進

めるため、片品村職員の育児休業等に関する条例の一部改正をお願いするものでございま

す。 

 主な改正の内容は、育児休業や介護休暇及び子の看護休暇、短期介護休暇等の取得要件

を緩和すること、また、育児休暇を取得しやすい勤務環境の整備に関する措置等を定める

ものでございます。 

 ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

 

議長（千明道太君） 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（千明道太君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 まず、原案に反対者の討論の発言を許可します。 

（発言する者なし） 

 

議長（千明道太君） 次に、原案に賛成者の討論の発言を許可します。 

（発言する者なし） 

 

議長（千明道太君） これで討論を終わります。 

 これから、議案第１号 片品村職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例に

ついてを採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
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（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（千明道太君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第１号 片品村職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例

については、原案のとおり可決されました。 

─────────────────────────────────── 
日程第５ 議案第２号 議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正 

           する条例について 

 

議長（千明道太君） 日程第５、議案第２号 議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関

する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 村長 梅澤志洋君。 

 

村長（梅澤志洋君） 議長。 

 

議長（千明道太君） 村長。 

（村長 梅澤志洋君登壇） 

 

村長（梅澤志洋君） 村長。 

 議案第２号 議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例

について、提案の説明を申し上げます。 

 今回の改正は、人事院勧告に基づき、期末手当率の改定を行うため、議会の議員の議員

報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正をお願いするものでございます。 

 なお、詳細につきましては、担当課長に説明させますので、ご審議のほどよろしくお願

い申し上げます。 

 

議長（千明道太君） なお、詳細な説明を求めます。 

 総務課長、倉田秀和君。 

 

総務課長（倉田秀和君） はい、総務課長。 

     （詳細説明） 

 

議長（千明道太君） 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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議長（千明道太君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 まず、原案に反対者の討論の発言を許可します。 

（発言する者なし） 

 

議長（千明道太君） 次に、原案に賛成者の討論の発言を許可します。 

（発言する者なし） 

 

議長（千明道太君） これで討論を終わります。 

 これから、議案第２号 議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改

正する条例についてを採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（千明道太君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第２号 議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を

改正する条例については、原案のとおり可決されました。 

─────────────────────────────────── 
日程第６ 議案第３号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例 

           の一部を改正する条例について 

 

議長（千明道太君） 日程第６、議案第３号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費

用弁償に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 村長 梅澤志洋君。 

 

村長（梅澤志洋君） 議長。 

 

議長（千明道太君） 村長。 

（村長 梅澤志洋君登壇） 

 

村長（梅澤志洋君） 村長。 

 議案第３号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改

正する条例の提案の説明を申し上げます。 

 今回の改正は、別表に、片品村学校運営協議会委員の報酬日額８，０００円を追加する
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ものでございます。 

 附則につきましては、施行期日を定めるものであり、令和４年４月１日から施行するも

のであります。 

 ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

 

議長（千明道太君） 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（千明道太君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 まず、原案に反対者の討論の発言を許可します。 

（発言する者なし） 

 

議長（千明道太君） 次に、原案に賛成者の討論の発言を許可します。 

（発言する者なし） 

 

議長（千明道太君） これで討論を終わります。 

 これから、議案第３号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

の一部を改正する条例についてを採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（千明道太君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第３号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条

例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。 

─────────────────────────────────── 
日程第７ 議案第４号 片品村パートタイム会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用 

           弁償に関する条例の一部を改正する条例について 

 

議長（千明道太君） 日程第７、議案第４号 片品村パートタイム会計年度任用職員の報

酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 村長 梅澤志洋君。 
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村長（梅澤志洋君） 議長。 

 

議長（千明道太君） 村長。 

（村長 梅澤志洋君登壇） 

 

村長（梅澤志洋君） 村長。 

 議案第４号 片品村パートタイム会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関

する条例の一部を改正する条例について、提案の説明を申し上げます。 

 今回の改正は、人事院勧告等に基づき、期末手当率の改定等を行うため、片品村パート

タイム会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一部改正をお願い

するものであります。 

 なお、詳細につきましては、担当課長に説明させますので、ご審議のほどよろしくお願

い申し上げます。 

 

議長（千明道太君） なお、詳細な説明を求めます。 

 総務課長、倉田秀和君。 

 

総務課長（倉田秀和君） はい、総務課長。 

     （詳細説明） 

 

議長（千明道太君） 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（千明道太君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 まず、原案に反対者の討論の発言を許可します。 

（発言する者なし） 

 

議長（千明道太君） 次に、原案に賛成者の討論の発言を許可します。 

（発言する者なし） 

 

議長（千明道太君） これで討論を終わります。 

 これから、議案第４号 片品村パートタイム会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費

用弁償に関する条例の一部を改正する条例についてを採決します。 

 お諮りします。 
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 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（千明道太君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第４号 片品村パートタイム会計年度任用職員の報酬、期末手当及び

費用弁償に関する条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。 

─────────────────────────────────── 
日程第８ 議案第５号 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を 

           改正する条例について 

 

議長（千明道太君） 日程第８、議案第５号 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費

に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 村長 梅澤志洋君。 

 

村長（梅澤志洋君） 議長。 

 

議長（千明道太君） 村長。 

（村長 梅澤志洋君登壇） 

 

村長（梅澤志洋君） 村長。 

 議案第５号 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する

条例について、提案の説明を申し上げます。 

 今回の改正は、人事院勧告等に基づき、期末手当率の改定を行うため、特別職の職員で

常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正をお願いするものでございます。 

 なお、詳細につきましては、担当課長に説明させますので、ご審議のほどよろしくお願

い申し上げます。 

 

議長（千明道太君） なお、詳細な説明を求めます。 

 総務課長、倉田秀和君。 

 

総務課長（倉田秀和君） はい、総務課長。 

     （詳細説明） 

 

議長（千明道太君） 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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議長（千明道太君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 まず、原案に反対者の討論の発言を許可します。 

（発言する者なし） 

 

議長（千明道太君） 次に、原案に賛成者の討論の発言を許可します。 

（発言する者なし） 

 

議長（千明道太君） これで討論を終わります。 

 これから、議案第５号 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部

を改正する条例についてを採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（千明道太君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第５号 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一

部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。 

─────────────────────────────────── 
日程第９ 議案第６号 片品村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について 

 

議長（千明道太君） 日程第９、議案第６号 片品村職員の給与に関する条例の一部を改

正する条例についてを議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 村長 梅澤志洋君。 

 

村長（梅澤志洋君） 議長。 

 

議長（千明道太君） 村長。 

（村長 梅澤志洋君登壇） 

 

村長（梅澤志洋君） 村長。 

 議案第６号 片品村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について、提案の説

明を申し上げます。 

 今回の改正は、人事院勧告等に基づき、期末手当率の改定等を行うため、片品村職員の
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給与に関する条例の一部改正をお願いするものでございます。 

 なお、詳細につきましては、担当課長に説明させますので、ご審議のほどよろしくお願

い申し上げます。 

 

議長（千明道太君） なお、詳細な説明を求めます。 

 総務課長、倉田秀和君。 

 

総務課長（倉田秀和君） はい、総務課長。 

     （詳細説明） 

 

議長（千明道太君） 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（千明道太君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 まず、原案に反対者の討論の発言を許可します。 

（発言する者なし） 

 

議長（千明道太君） 次に、原案に賛成者の討論の発言を許可します。 

（発言する者なし） 

 

議長（千明道太君） これで討論を終わります。 

 これから、議案第６号 片品村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について

を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（千明道太君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第６号 片品村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につい

ては、原案のとおり可決されました。 

─────────────────────────────────── 
日程第１０ 議案第７号 片品村保育所条例の一部を改正する条例について 

 

議長（千明道太君） 日程第１０、議案第７号 片品村保育所条例の一部を改正する条例
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についてを議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 村長 梅澤志洋君。 

 

村長（梅澤志洋君） 議長。 

 

議長（千明道太君） 村長。 

（村長 梅澤志洋君登壇） 

 

村長（梅澤志洋君） 村長。 

 議案第７号 片品村保育所条例の一部を改正する条例について、提案の説明を申し上げ

ます。 

 今回の改正は、令和４年３月３１日をもって片品北保育所を閉園とするため、条例の一

部改正をお願いするものでございます。 

 主な改正の内容は、第１条第２項中第２号に規定する片品北保育所を削り、第３号に規

定する片品南保育所を第２号に改めるものでございます。 

 なお、附則につきましては、この条例の施行期日を令和４年４月１日に定めるものでご

ざいます。 

 ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

 

議長（千明道太君） 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（千明道太君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 まず、原案に反対者の討論の発言を許可します。 

（発言する者なし） 

 

議長（千明道太君） 次に、原案に賛成者の討論の発言を許可します。 

（発言する者なし） 

 

議長（千明道太君） これで討論を終わります。 

 これから、議案第７号 片品村保育所条例の一部を改正する条例についてを採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 
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（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（千明道太君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第７号 片品村保育所条例の一部を改正する条例については、原案の

とおり可決されました。 

─────────────────────────────────── 
日程第１１ 議案第８号 片品村小口資金融資促進条例の一部を改正する条例について 

 

議長（千明道太君） 日程第１１、議案第８号 片品村小口資金融資促進条例の一部を改

正する条例についてを議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 村長 梅澤志洋君。 

 

村長（梅澤志洋君） 議長。 

 

議長（千明道太君） 村長。 

（村長 梅澤志洋君登壇） 

 

村長（梅澤志洋君） 村長。 

 議案第８号 片品村小口資金融資促進条例の一部を改正する条例について、提案の説明

を申し上げます。 

 今回の条例改正は、県の要綱改正に伴い、利用者の返済負担軽減のための対策として、

融資の借換え制度を引き続き１年間利用できるように、条例の一部改正をお願いするもの

でございます。 

 附則につきましては、施行期日を定めるもので、令和４年４月１日から施行するもので

ございます。 

 ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

 

議長（千明道太君） 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（千明道太君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 まず、原案に反対者の討論の発言を許可します。 

（発言する者なし） 
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議長（千明道太君） 次に、原案に賛成者の討論の発言を許可します。 

（発言する者なし） 

 

議長（千明道太君） これで討論を終わります。 

 これから、議案第８号 片品村小口資金融資促進条例の一部を改正する条例についてを

採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（千明道太君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第８号 片品村小口資金融資促進条例の一部を改正する条例について

は、原案のとおり可決されました。 

─────────────────────────────────── 
日程第１２ 議案第９号 片品村農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数に関する条 

            例の一部を改正する条例について 

 

議長（千明道太君） 日程第１２、議案第９号 片品村農業委員会の農地利用最適化推進

委員の定数に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 村長 梅澤志洋君。 

 

村長（梅澤志洋君） 議長。 

 

議長（千明道太君） 村長。 

（村長 梅澤志洋君登壇） 

 

村長（梅澤志洋君） 村長。 

 議案第９号 片品村農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数に関する条例の一部を

改正する条例について、提案の説明を申し上げます。 

 今回の改正は、農業委員会法施行令第８条で定められた定数の基準に従い、条例の一部

改正をお願いするものでございます。 

 主な改正の内容は、農地利用最適化推進委員の定数の変更でございます。 

 附則につきましては、施行期日を定めるものであり、令和４年４月１日から施行するも

のでございます。 

 ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 
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議長（千明道太君） 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（千明道太君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 まず、原案に反対者の討論の発言を許可します。 

（発言する者なし） 

 

議長（千明道太君） 次に、原案に賛成者の討論の発言を許可します。 

（発言する者なし） 

 

議長（千明道太君） これで討論を終わります。 

 これから、議案第９号 片品村農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数に関する条

例の一部を改正する条例についてを採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（千明道太君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第９号 片品村農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数に関する

条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。 

─────────────────────────────────── 
日程第１３ 議案第１０号 群馬県市町村総合事務組合の規約変更に関する協議について 

 

議長（千明道太君） 日程第１３、議案第１０号 群馬県市町村総合事務組合の規約変更

に関する協議についてを議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 村長 梅澤志洋君。 

 

村長（梅澤志洋君） 議長。 

 

議長（千明道太君） 村長。 

（村長 梅澤志洋君登壇） 
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村長（梅澤志洋君） 村長。 

 議案第１０号 群馬県市町村総合事務組合の規約変更に関する協議について、提案の説

明を申し上げます。 

 まず、同組合の組織団体が脱退せずに常勤の職員に係る退職手当支給事務の共同処理を

終了する場合に、退職手当の支給事務に係る負担金の還付または特別徴収を行えるように

するため、また、組織団体である桐生地域医療組合が、令和４年３月３１日をもって、先

ほど申し上げた常勤の職員に係る退職手当支給事務の共同処理を終了するため、そして、

組織団体である邑楽館林医療事務組合の名称が、令和４年４月１日から、邑楽舘林医療企

業団に変更されること、以上の理由により、規約を変更するものでございます。 

 ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

 

議長（千明道太君） 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（千明道太君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 まず、原案に反対者の討論の発言を許可します。 

（発言する者なし） 

 

議長（千明道太君） 次に、原案に賛成者の討論の発言を許可します。 

（発言する者なし） 

 

議長（千明道太君） これで討論を終わります。 

 これから、議案第１０号 群馬県市町村総合事務組合の規約変更に関する協議について

を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（千明道太君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第１０号 群馬県市町村総合事務組合の規約変更に関する協議につい

ては、原案のとおり可決されました。 

─────────────────────────────────── 
日程第１４ 議案第１１号 群馬県市町村公平委員会を共同設置する地方公共団体の数の 

             増加及び規約の変更について 
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議長（千明道太君） 日程第１４、議案第１１号 群馬県市町村公平委員会を共同設置す

る地方公共団体の数の増加及び規約の変更についてを議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 村長 梅澤志洋君。 

 

村長（梅澤志洋君） 議長。 

 

議長（千明道太君） 村長。 

（村長 梅澤志洋君登壇） 

 

村長（梅澤志洋君） 村長。 

 議案第１１号 群馬県市町村公平委員会を共同設置する地方公共団体の数の増加及び規

約の変更について、提案の説明を申し上げます。 

 群馬県市町村公平委員会を共同設置する地方公共団体に、令和４年４月１日から、館林

市が加入すること及び同公平委員会を共同設置する地方公共団体である邑楽館林医療事務

組合が邑楽館林医療企業団へ名称変更するため、群馬県市町村公平委員会共同設置規約を

変更することについて協議したいので、地方自治法第２５２条の７第３項において、準用

する同法第２５２条の２の２第３項の規定により、この案を提出するものであります。 

 ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

 

議長（千明道太君） 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（千明道太君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 まず、原案に反対者の討論の発言を許可します。 

（発言する者なし） 

 

議長（千明道太君） 次に、原案に賛成者の討論の発言を許可します。 

（発言する者なし） 

 

議長（千明道太君） これで討論を終わります。 

 これから、議案第１１号 群馬県市町村公平委員会を共同設置する地方公共団体の数の

増加及び規約の変更についてを採決します。 
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 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（千明道太君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第１１号 群馬県市町村公平委員会を共同設置する地方公共団体の数

の増加及び規約の変更については、原案のとおり可決されました。 

─────────────────────────────────── 
日程第１５ 議案第１２号 片品村国土強靱化地域計画の策定について 

 

議長（千明道太君） 日程第１５、議案第１２号 片品村国土強靱化地域計画の策定につ

いてを議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 村長 梅澤志洋君。 

 

村長（梅澤志洋君） 議長。 

 

議長（千明道太君） 村長。 

（村長 梅澤志洋君登壇） 

 

村長（梅澤志洋君） 村長。 

 議案第１２号 片品村国土強靱化地域計画の策定について、提案の説明を申し上げます。 

 片品村議会の議決すべき事件を定める条例により、片品村の地域に甚大な被害を及ぼす

おそれのある大規模な災害に、強さとしなやかさをもって対処できるよう、片品村国土強

靱化地域計画を策定したもので、議決をお願いするものでございます。 

 この計画は、主に、災害発生前の対策に重点を置いたもので、平常時に実施すべき取組

を整理した計画となっております。 

 ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

 

議長（千明道太君） 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（千明道太君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 まず、原案に反対者の討論の発言を許可します。 
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（発言する者なし） 

 

議長（千明道太君） 次に、原案に賛成者の討論の発言を許可します。 

（発言する者なし） 

 

議長（千明道太君） これで討論を終わります。 

 これから、議案第１２号 片品村国土強靱化地域計画の策定についてを採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（千明道太君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第１２号 片品村国土強靱化地域計画の策定については、原案のとお

り可決されました。 

─────────────────────────────────── 
日程第１６ 議案第１３号 村道路線の認定及び廃止について 

 

議長（千明道太君） 日程第１６、議案第１３号 村道路線の認定及び廃止についてを議

題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 村長 梅澤志洋君。 

 

村長（梅澤志洋君） 議長。 

 

議長（千明道太君） 村長。 

（村長 梅澤志洋君登壇） 

 

村長（梅澤志洋君） 村長。 

 議案第１３号 村道路線の認定及び廃止について、提案の説明を申し上げます。 

 越本字切所地内、国道４０１号線太田橋右岸側から北部浄化センターまでの２路線、５

１１７号線、５１１８号線の認定及び北部浄化センター北側村道１路線、５００９号線に

ついては村道としての機能は現在ありませんので、路線廃止をお願いするものでございま

す。 

 ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

 

議長（千明道太君） 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（千明道太君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 まず、原案に反対者の討論の発言を許可します。 

（発言する者なし） 

 

議長（千明道太君） 次に、原案に賛成者の討論の発言を許可します。 

（発言する者なし） 

 

議長（千明道太君） これで討論を終わります。 

 これから、議案第１３号 村道路線の認定及び廃止についてを採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（千明道太君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第１３号 村道路線の認定及び廃止については、原案のとおり可決さ

れました。 

─────────────────────────────────── 
日程第１７ 議案第１４号 財産の無償貸与について 

 

議長（千明道太君） 日程第１７、議案第１４号 財産の無償貸与についてを議題としま

す。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 村長 梅澤志洋君。 

 

村長（梅澤志洋君） 議長。 

 

議長（千明道太君） 村長。 

（村長 梅澤志洋君登壇） 

 

村長（梅澤志洋君） 村長。 

 議案第１４号 財産の無償貸与について、提案の説明を申し上げます。 

 村有財産を民間へ無償で貸し付けるためには、地方自治法第９６条第１項第６号及び同

法第２３７条第２項の規定に基づき、議会の議決を経る必要があります。 
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 無償貸与の対象は、旧武尊根小学校です。 

 現在、当財産は、ＮＰＯ法人武尊根ＢＡＳＥと無償貸与契約を締結しており、今回、契

約期間の満了に伴い、契約の更新をお願いするものでございます。 

 なお、詳細につきましては、担当課長に説明させますので、ご審議のほどよろしくお願

い申し上げます。 

 

議長（千明道太君） なお、詳細な説明を求めます。 

 むらづくり観光課長、狩野久良君。 

 

むらづくり観光課長（狩野久良君） はい、むらづくり観光課長。 

     （詳細説明） 

 

議長（千明道太君） 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（千明道太君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 まず、原案に反対者の討論の発言を許可します。 

（発言する者なし） 

 

議長（千明道太君） 次に、原案に賛成者の討論の発言を許可します。 

（発言する者なし） 

 

議長（千明道太君） これで討論を終わります。 

 これから、議案第１４号 財産の無償貸与についてを採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（千明道太君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第１４号 財産の無償貸与については、原案のとおり可決されました。 

─────────────────────────────────── 
日程第１８ 承認第１号 専決処分の承認を求めることについて 

 

議長（千明道太君） 日程第１８、承認第１号 専決処分の承認を求めることについてを
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議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 村長 梅澤志洋君。 

 

村長（梅澤志洋君） 議長。 

 

議長（千明道太君） 村長。 

（村長 梅澤志洋君登壇） 

 

村長（梅澤志洋君） 村長。 

 承認第１号 専決処分の承認を求めることについて、説明を申し上げます。 

 これは、令和３年度片品村一般会計補正予算（第７号）を専決処分したことにより、承

認を求めるものでございます。既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ６，７５３

万９，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４０億２，２５０万円

にお願いするものでございます。 

 歳入につきましては、国庫支出金と県支出金、繰入金の増額で、歳出につきましては、

総務費と民生費、商工費の増額であります。 

 補正の内容は、新型コロナウイルス特別対策事業として、村独自の燃料券支給事業、国

による子育て世帯への臨時特別給付金事業の給付金額の変更及び愛郷ぐんまと連携した商

品券事業について、速やかに実施するための予算措置であります。 

 ご承認のほどよろしくお願い申し上げます。 

 

議長（千明道太君） 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（千明道太君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 まず、原案に反対者の討論の発言を許可します。 

（発言する者なし） 

 

議長（千明道太君） 次に、原案に賛成者の討論の発言を許可します。 

（発言する者なし） 

 

議長（千明道太君） これで討論を終わります。 

 これから、承認第１号 専決処分の承認を求めることについてを採決します。 
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 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（千明道太君） 異議なしと認めます。 

 したがって、承認第１号 専決処分の承認を求めることについては、原案のとおり可決

されました。 

─────────────────────────────────── 
日程第１９ 承認第２号 専決処分の承認を求めることについて 

 

議長（千明道太君） 日程第１９、承認第２号 専決処分の承認を求めることについてを

議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 村長 梅澤志洋君。 

 

村長（梅澤志洋君） 議長。 

 

議長（千明道太君） 村長。 

（村長 梅澤志洋君登壇） 

 

村長（梅澤志洋君） 村長。 

 承認第２号 専決処分の承認を求めることについて、説明を申し上げます。 

 これは、令和３年度片品村一般会計補正予算（第８号）を専決処分したことにより、承

認を求めるものでございます。既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５，７５０

万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４０億８，０００万円にお願いす

るものでございます。 

 歳入につきましては、国庫支出金の増額で、歳出につきましては、総務費の増額であり

ます。 

 補正の内容は、新型コロナウイルス特別対策事業として、国による住民税非課税世帯等

への臨時特別給付金事業について、速やかに実施するための予算措置であります。 

 ご承認のほどよろしくお願い申し上げます。 

 

議長（千明道太君） 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（千明道太君） 質疑なしと認めます。 
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 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 まず、原案に反対者の討論の発言を許可します。 

（発言する者なし） 

 

議長（千明道太君） 次に、原案に賛成者の討論の発言を許可します。 

（発言する者なし） 

 

議長（千明道太君） これで討論を終わります。 

 これから、承認第２号 専決処分の承認を求めることについてを採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（千明道太君） 異議なしと認めます。 

 したがって、承認第２号 専決処分の承認を求めることについては、原案のとおり可決

されました。 

─────────────────────────────────── 
日程第２０ 同意第１号 片品村教育委員会委員の任命について 

 

議長（千明道太君） 日程第２０、同意第１号 片品村教育委員会委員の任命についてを

議題とします。 

 本案について、提出者の説明を求めます。 

 村長 梅澤志洋君。 

 

村長（梅澤志洋君） 議長。 

 

議長（千明道太君） 村長。 

（村長 梅澤志洋君登壇） 

 

村長（梅澤志洋君） 村長。 

 同意第１号 片品村教育委員会委員の任命について、提案の説明を申し上げます。 

 片品村教育委員会委員、芝﨑健司氏の任期が令和４年３月３１日に満了となるため、そ

の後任に星野幸一氏をお願いするものです。 

 星野幸一氏は、人格並びに教育に関する識見とも適任者であると思いますので、ご審議

の上、ご同意くださいますようお願い申し上げます。 
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議長（千明道太君） 説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（千明道太君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 まず、原案に反対者の討論の発言を許可します。 

（発言する者なし） 

 

議長（千明道太君） 次に、原案に賛成者の討論の発言を許可します。 

（発言する者なし） 

 

議長（千明道太君） これで討論を終わります。 

 これから、同意第１号 片品村教育委員会委員の任命についてを採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり同意することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（千明道太君） 異議なしと認めます。 

 したがって、同意第１号 片品村教育委員会委員の任命については、原案のとおり同意

することに決定しました。 

─────────────────────────────────── 
日程第２１ 議案第１５号 令和３年度片品村一般会計補正予算（第９号）について 

日程第２２ 議案第１６号 令和３年度片品村国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

             について 

日程第２３ 議案第１７号 令和３年度片品村簡易水道事業特別会計補正予算（第２号） 

             について 

日程第２４ 議案第１８号 令和３年度片品村介護保険特別会計補正予算（第２号）につ 

             いて 

日程第２５ 議案第１９号 令和３年度片品村下水道事業等特別会計補正予算（第２号） 

             について 

日程第２６ 議案第２０号 令和３年度片品村後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 

             について 

 

議長（千明道太君） 日程第２１、議案第１５号 令和３年度片品村一般会計補正予算

（第９号）についてから日程第２６、議案第２０号 令和３年度片品村後期高齢者医療特
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別会計補正予算（第２号）についてまでの以上６件を一括議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 村長 梅澤志洋君。 

 

村長（梅澤志洋君） 議長。 

 

議長（千明道太君） 村長。 

（村長 梅澤志洋君登壇） 

 

村長（梅澤志洋君） 村長。 

 議案第１５号 令和３年度片品村一般会計補正予算（第９号）について、提案の説明を

申し上げます。 

 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５，８９８万円を追加し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ４１億３，８９８万円にお願いするものでございます。 

 歳入の主なものにつきましては、地方交付税、国庫支出金、寄附金、諸収入の増額、村

税、分担金及び負担金、使用料及び手数料、県支出金、繰入金、村債の減額であります。 

 歳出の主なものにつきましては、総務費、土木費、消防費の増額、議会費、民生費、衛

生費、農林水産業費、商工費、教育費、公債費の減額であります。 

 主な補正の内容は、新型コロナワクチンの３回目接種に関連する経費の増額、ふるさと

納税寄附金の増額を見込んで、諸経費及び尾瀬の郷づくり基金への積立金の増額、地方交

付税の追加交付を受けて、財政調整基金への積立金の増額、各種事業の完了とそれに伴う

補助金等の額の確定による調整であります。 

 繰越明許費につきましては、小規模農村整備事業農業用用排水路整備工事、細工屋橋橋

梁耐震・耐荷補修工事、下小川橋橋梁耐震・耐荷補修詳細設計委託、花の駅片品営業用ボ

イラー更新工事、越本水芭蕉の森鳥獣被害防止柵設置工事等でございます。 

 なお、詳細につきましては、担当課長に説明させますので、ご審議のほどよろしくお願

い申し上げます。 

 議案第１６号 令和３年度片品村国民健康保険特別会計補正予算（第２号）について、

提案の説明を申し上げます。 

 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ２０６万４，０００円を減額し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ７億５，４８９万７，０００円にお願いするものでご

ざいます。 

 歳入の主なものにつきましては、国民健康保険税の減額及び繰入金の増額であります。 

 歳出の主なものにつきましては、保険給付費及び保健事業費の減額であります。 

 なお、詳細につきましては、担当課長に説明させますので、ご審議のほどよろしくお願

い申し上げます。 

 議案第１７号 令和３年度片品村簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）について、
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提案の説明を申し上げます。 

 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１，００４万円を減額し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ１億８，２６４万５，０００円にお願いするものでございま

す。 

 歳入につきましては、村債の減額であります。 

 歳出につきましては、総務費及び施設費の減額であります。 

 なお、詳細につきましては、担当課長に説明させますので、ご審議のほどよろしくお願

い申し上げます。 

 議案第１８号 令和３年度片品村介護保険特別会計補正予算（第２号）について、提案

の説明を申し上げます。 

 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ７４０万１，０００円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ６億２，６４８万１，０００円にお願いするものでござ

います。 

 歳入の主なものにつきましては、国庫支出金及び繰入金の増額であります。 

 歳出の主なものにつきましては、介護給付費の増額及び基金積立金の減額であります。 

 なお、詳細につきましては、担当課長に説明させますので、ご審議のほどよろしくお願

い申し上げます。 

 議案第１９号 令和３年度片品村下水道事業等特別会計補正予算（第２号）について、

提案の説明を申し上げます。 

 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４，８５２万円を追加し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ３億４９６万２，０００円にお願いするものでございます。 

 歳入の主なものにつきましては、繰入金及び国庫支出金の増額であります。 

 歳出の主なものにつきましては、建設費の増額、施設費の減額であります。 

 なお、詳細につきましては、担当課長に説明させますので、ご審議のほどよろしくお願

い申し上げます。 

 議案第２０号 令和３年度片品村後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）について、

提案の説明を申し上げます。 

 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ３７４万４，０００円を減額し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６，０６８万７，０００円にお願いするものでござい

ます。 

 歳入の主なものにつきましては、後期高齢者医療保険料の減額であります。 

 歳出の主なものにつきましては、後期高齢者医療広域連合納付金の減額であります。 

 なお、詳細につきましては、担当課長に説明させますので、ご審議のほどよろしくお願

い申し上げます。 

 

議長（千明道太君） 議案第１５号から議案第２０号までの質疑以降については、後日の

本会議にて審議します。 
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─────────────────────────────────── 
日程第２７ 議案第２１号 令和４年度片品村一般会計予算について 

日程第２８ 議案第２２号 令和４年度片品村国民健康保険特別会計予算について 

日程第２９ 議案第２３号 令和４年度片品村簡易水道事業特別会計予算について 

日程第３０ 議案第２４号 令和４年度片品村介護保険特別会計予算について 

日程第３１ 議案第２５号 令和４年度片品村下水道事業等特別会計予算について 

日程第３２ 議案第２６号 令和４年度片品村後期高齢者医療特別会計予算について 

 

議長（千明道太君） 日程第２７、議案第２１号 令和４年度片品村一般会計予算につい

てから日程第３２、議案第２６号 令和４年度片品村後期高齢者医療特別会計予算につい

てまでの以上６件を一括議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 村長 梅澤志洋君。 

 

村長（梅澤志洋君） 議長。 

 

議長（千明道太君） 村長。 

（村長 梅澤志洋君登壇） 

 

村長（梅澤志洋君） 村長。 

 議案第２１号 令和４年度片品村一般会計予算について、提案の説明を申し上げます。 

 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３６億６，４００万円にお願いするものでござ

います。前年度の当初予算と比較すると、２億４，３００万円、７．１％の増額でありま

す。 

 令和４年度の主要事業につきましては、自主自立のむらづくりのため、ふるさと納税に

ついて、収納代行事業者の拡充や企業版ふるさと納税の導入を図ることで、さらに広く寄

附を募集します。 

 また、誰もが安心して暮らせるためのむらづくりの一環として、村内保育所の統合に向

けて片品保育所の改築工事を行うとともに、既存のスクールバスを使用して北保育所地区

の園児の送迎バスを運行します。 

 教育面では、次代を担う若者の学びの機会を広げるため、遠方の高等学校に通学してい

る生徒に対して、通学費用の一部補助を行います。 

 他方、快適で安全な生活のために、役場庁舎の老朽化した非常用発電機設備を更新する

とともに、非常時における電源確保の範囲を広げ、未曽有の災害時にも対応できるよう整

備いたします。 

 そして、村内の産業振興を図るため、観光交流人口増加を目的として、道の駅を活用し

ながら、引き続きＯＺＥかたしなアカペラファンタジーＦｅｓや国際観光交流推進事業を
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実施します。 

 なお、農業振興においては、次世代の農業経営に対応できるよう土地改良事業を進める

とともに、県営事業である牛の平地区利水施設保全高度化事業を引き続き実施してまいり

ます。 

 村道の維持補修や橋梁の長寿命化対策では、老朽化した細工屋橋修繕工事を継続して行

うとともに、橋梁長寿命化計画を策定し、準備を進めてまいります。 

 なお、令和４年度におきましても、新型コロナウイルス感染症対策事業につきましては、

当初予算には計上してありません。令和３年度と同様に、社会状況や国、県の動向を注視

しながら、必要が生じた段階で早急に補正予算で対応する考えでおります。議員の皆様に

もお諮りしながら、効果的な事業を実施してまいりますので、ご理解を賜りますようお願

いいたします。 

 先の見えない新型コロナウイルス感染症の不安が渦巻くなど、長引く厳しい社会情勢の

下、本村では、令和４年度から起債の償還が本格的に始まります。自主財源に乏しい厳し

い予算の中ではありますが、先ほど申し上げましたように、ふるさと納税の充実を図るな

ど自主財源の確保に努めるとともに、引き続き各地区からの要望事項にも配慮させていた

だきながら、これからも健全な財政運営に取り組んでまいります。 

 なお、詳細につきましては、担当課長に説明させますので、ご審議のほどよろしくお願

い申し上げます。 

 議案第２２号 令和４年度片品村国民健康保険特別会計予算について、提案の説明を申

し上げます。 

 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ７億５，６５２万１，０００円にお願いするも

のでございます。 

 歳入の主なものにつきましては、国民健康保険税、県支出金及び繰入金であります。 

 歳出の主なものにつきましては、保険給付費、国民健康保険事業納付金及び保健事業費

であります。 

 なお、詳細につきましては、担当課長に説明させますので、ご審議のほどよろしくお願

い申し上げます。 

 議案第２３号 令和４年度片品村簡易水道事業特別会計予算について、提案の説明を申

し上げます。 

 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億１，４００万円にお願いするものでござい

ます。 

 歳入の主なものは、使用料及び手数料、繰入金、村債であります。 

 歳出の主なものは、総務費、施設費、公債費であります。 

 主な事業は、水道本管の布設替え、施設等の改修、維持管理等でございます。 

 なお、詳細につきましては、担当課長に説明させますので、ご審議のほどよろしくお願

い申し上げます。 

 議案第２４号 令和４年度片品村介護保険特別会計予算について、提案の説明を申し上
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げます。 

 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６億９６０万８，０００円にお願いするもので

ございます。 

 歳入の主なものにつきましては、支払基金交付金、国庫支出金及び保険料であります。 

 歳出の主なものにつきましては、保険給付費及び地域支援事業費であります。 

 なお、詳細につきましては、担当課長に説明させますので、ご審議のほどよろしくお願

い申し上げます。 

 議案第２５号 令和４年度片品村下水道事業等特別会計予算について、提案の説明を申

し上げます。 

 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２億８，２８４万円にお願いするものでござい

ます。 

 歳入の主なものは、村債、国庫支出金、繰入金、使用料であります。 

 歳出の主なものは、建設費、公債費、総務費であります。 

 主な事業は、し尿・浄化槽汚泥受入れのための下水処理施設増設工事、農業集落排水施

設の花咲クリーンセンター機能強化工事等であります。 

 なお、詳細につきましては、担当課長に説明させますので、ご審議のほどよろしくお願

い申し上げます。 

 議案第２６号 令和４年度片品村後期高齢者医療特別会計予算について、提案の説明を

申し上げます。 

 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６，６５６万８，０００円にお願いするもので

ございます。 

 歳入の主なものにつきましては、後期高齢者医療保険料及び繰入金であります。 

 歳出の主なものにつきましては、後期高齢者医療広域連合納付金及び総務費であります。 

 なお、詳細につきましては、担当課長に説明させますので、ご審議のほどよろしくお願

い申し上げます。 

 

議長（千明道太君） 議案第２１号から議案第２６号までの質疑以降については、後日の

本会議にて審議します。 

─────────────────────────────────── 
議長（千明道太君） 以上で本日の日程は全部終了しました。 

 本日はこれで散会します。 

 

午前１１時１０分  散会 

 


